
 

 

 

総合評価方式ガイドラインの改正について 

 

 

１ 「県内企業の活用」の拡大について 

２ 継続教育（ＣＰＤ）における建築技術者の適用について 

３ 優良工事表彰制度の見直しに係る 

評価項目の見直し予定について 
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１ 「県内企業の活用」の拡大について   

○  地域活用型（Ⅱ）の試行結果を踏まえ、簡易型における「県内企業の活用」に係る下請け活用率の評価基準を追加する。

【参考】地域活用型（Ⅰ）（Ⅱ）の試行（Ｈ２４～Ｈ２５） 

  地域活用型（Ⅰ） 

○概要  簡易型の評価項目のうち、企業、技術者の「施工経験」の評価基準を、２段階 

（規模・種類）に設定し、施工経験の規模の小さい県内企業の参入促進を期待 

するもの。 

○試行件数 ２工事 

・１工事で県内企業が受注（企業、技術者 

の施工経験で、各々１点加点） 

・内、１工事は県内企業の参加なし 

 

 

 

地域活用型（Ⅱ） 

○概要  簡易型の評価項目のうち、「県内企業の活用（下請け）」について、下請けの 

活用率を下請金額の５０％から７０％以上に引き上げ、県内企業の下請け活用 

促進を期待するもの。 

○試行件数 １０工事 

・全工事の落札者が、 

県内企業の「下請け活用７０％以上」で加点（２点） 

・１０件の応札者３７者のうち、下請け７０％以上が約８割、 

５０％以上７０％未満が約１割、５０％未満が約１割

現    行 改  正  案 

【現状】 

○ 「県内企業の活用」として、下請負金額の５０％以上を県内企業と契約する場合に評価して  

いる。 

「県内企業の活用」の評価項目                  （簡易型）  

項目 細目 

標準的な選択区分 

配

点 

細目

別 

選択

区分 
対象区分 

地域貢献度 

 

県内企業の

活用 
 １ ○ 

入札参加希望者が県内企業(１点)、 

入札参加希望者が県外企業である場

合、下請負金額の５０％以上を県内

企業と契約予定(１点)、 

その他 (０点)   

【ガイドライン１０頁】 

 

【改正案】 

○ 県内企業の更なる活用を図るため、下請負金額の７０％以上を県内企業と契約する場合の 

評価基準を追加する。 

「県内企業の活用」の評価項目                  （簡易型）  

項目 細目 

標準的な選択区分 

配

点 

細目

別 

選択

区分 
対象区分 

地域貢献度 

 

県内企業の

活用 
 ２ ○ 

入札参加希望者が県内企業(２点)、 

入札参加希望者が県外企業であり、

下請負金額の７０％以上を県内企業

と契約予定(２点)、 

入札参加希望者が県外企業であり、

下請負金額の５０％以上７０％未満

を県内企業と契約予定(１点)、 

その他 (０点)  

【ガイドライン１０頁】 

○「地域活用型」（Ⅰ）（Ⅱ）を県土整備部発注、土木一式工事で試行 

【ガイドライン２９頁～３４頁】 

○ 削除 

項目 配点 対象区分
（企業）
過去１０年間の同種工事の
施工実績

2
発注者が定める「要件１」を満足する実績（２点）
発注者が定める「要件２」を満足する実績（１点）
その他の実績（０点）

（技術者）
過去１０年間の同種工事の
施工経験

2
発注者が定める「要件１」を満足する実績（２点）
発注者が定める「要件２」を満足する実績（１点）
その他工事の実績（０点）

項目 配点 対象区分

県内企業の活用 2

・入札参加者が県内業者（２点）
・入札参加者が県外企業である場合、
　　下請け金額の７０％以上を県内業者と契約予定（２点）
　　下請け金額の５０％以上70％未満を県内業者と契約予定（１点）
・その他（０点）
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２ 継続教育（ＣＰＤ）における建築技術者の適用について  

○ 建築ＣＰＤ運営会議から、「建築士」の他、「建築施工管理技士」についても、実績証明書が発行されるようになったことから、継続教育の適用対象を拡大する。

 

【参考】 

建築ＣＰＤ運営会議 
    ○ 建築士、建築設備士等の資格者の知識、技能の維持向上を図ることを目的とし、 

認定された講習会等に出席した記録など、ＣＰＤ（継続教育）の実績を「建築 

ＣＰＤ情報提供制度」として、統合的に管理し、実績の証明を行う団体。 

    ○ 加盟団体 

        (公社)日本建築士会連合会、(一社)日本建築士事務所協会連合会、(公社)日本建築家協会、 

（一社）日本建設業連合会、(一社)日本建築学会、建築設備士関係団体 CPD 協議会※、 

(一社)日本建築構造技術者協会、(一財)建設業振興基金、(公財)建築技術教育普及センターで構成 

※建築設備士関係団体 CPD 協議会参加団体、(公社)空気調和・衛生工学会、(一社)建築設備技術者 

協会、(一社)電気設備学会、(一社)日本設備設計事務所協会、(公財)建築技術教育普及センター  

現    行 改  正  案 

【現状】 

○ 継続教育（ＣＰＤ）の評価項目の設定は、注書きにより、１級土木施工管理技士および   

２級土木施工管理技士、技術士のみとしている。 

 

注１６   

１級土木施工管理技士および２級土木施工管理技士、技術士に係る資格の場合、 

選択する。 

ただし、部局により必要に応じ、他の資格の場合でも選択することができる。 

 

 

 

 

 

【ガイドライン９、１２頁】 

 

【改正案】 

○ 建築系技術者の「継続教育の取組み」を追加する。 

 

 

注１９  

土木施工管理技士、技術士、建築施工管理技士、建築士に係る資格の場合、選択   

する。 

ただし、部局により必要に応じ、他の資格の場合でも選択することができる。 

 

 

 

 

 

【ガイドライン９、１２頁】 

○ 施行予定 

   平成２８年４月予定 
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３ 優良工事表彰制度の見直しに係る評価項目の見直し予定について  

○ 優良工事表彰制度の見直しに伴い、評価項目の見直しを行う。

 

【参考】千葉県優良建設工事表彰要綱 

（表彰対象） 

第２ 表彰対象となる県発注工事は、以下に定める要件に該当するものとする。 

（１）請負金額が５，０００千円以上の工事であること。 

（２）原則として県内業者が受注した工事であること。 

（３）表彰年度の前年度に完成した工事であること。 

（４）契約工期内に完成した工事であること。 

（５）工事の成績が優良で、契約書、設計書、図面ならびに仕様書等に基づき誠実に施工され、 

その施工技術が他の模範と認められるもの。 

① 工事成績評定点が８１点以上の工事であること。 

② 表彰する年度の前年度以降に、建設業法の監督処分及び千葉県建設工事請負者等指名停止基準に 

定める指名停止等、建設業者として好ましくない行為がないこと。 

現    行 改  正  案 

【現状】 

○ 過去２ヶ年度間における優良工事表彰の受賞実績を加点評価している。 

 

 

項目 細目 

標準的な選択区分 

配 点 細目別 
選択 

区分 
対象区分 

企業の 

施工能力 
過去２ヵ年度間の当該業

種における優良工事表彰  
２ ○ 

知事表彰あり（２点）、 

部局長等表彰あり（１点）、 

なし（０点） 

【ガイドライン７、１０頁】 

 

【改正案】 

○ 優良工事表彰制度の見直しを受け、従前と同様に、優良な施工実績を持つ企業を評価できる

よう、評価項目の見直しを行う。 

 

項目 細目 

標準的な選択区分 

配 点 細目別 
選択 

区分 
対象区分 

企業の 

施工能力 

千葉県優良建設工事表彰

要 綱 第 ２ (1) ～ (5) に 

該当する優れた工事の 

実績(過去２ヶ年度の当

該業種の実績)  

 
２ ○ 

該当あり（２点）、 

該当なし（０点） 

【ガイドライン７、１０頁】 

 ○ 施行予定 

    優良工事表彰制度の改正の経過措置終了後（平成２９年４月予定） 


